
令和８年度小千谷奨学会奨学生募集要項 
 

 公益財団法人小千谷奨学会では、経済的理由により修学が困難な者に対し、教育の機会均等を図るため、

奨学金事業を行っています。この度、令和８年度の新規奨学生（奨学金の貸与希望者）を募集します。 

 

１ 募集対象 
  小千谷市内に引き続き３年以上居住する保護者の子で、次のいずれかに該当する方 

(1) 大学、短期大学、高等専門学校専攻科及び専門学校（専修学校専門課程）に入学予定または在学する方 

(2) 新潟県内に所在する高等学校（特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校及び高等専修学校（専

修学校高等課程）に入学予定または在学する方 

 

２ 募集人数 
  ３０人程度 

 

３ 貸与額 
(1) 大学生、短大生、高等専門学校専攻科生、専門学校生（専修学校専門課程） 

    ア 自宅通学者 月額２５，０００円   イ 自宅外通学者 月額３０，０００円 

(2) 高校生・高等専門学校生、高等専修学校生（専修学校高等課程） 月額１５，０００円 

 

４ 貸与時期 
  前期と後期に分けて、年２回（４月末日・１０月末日）指定された金融機関口座へ振込みます。 

 

５ 返還方法 
  ・卒業後１０年以内に「年賦・半年賦・月賦」のいずれかにより返還（無利子） 

  ・貸与終了年の１０月から返還開始 

 

６ 申込方法 
  願書に、次の書類を添えて提出してください。願書は教育・保育課（あすえ～る内）にあるほか、市ホ

ームページからもダウンロードできます。 

  ・本人の保護者（父及び母、母子家庭の場合は母、父子家庭の場合は父。前記以外は後見人）の所得・

課税状況がわかる書類 

［小千谷市の場合、「令和７年度所得課税証明書」を市役所税務課またはコンビニエンスストアなど（マ

イナンバーカードをお持ちの方のみ）にて申請してください。１通３００円］ 

  ・住民票の写し［世帯全員（願書の「家族の状況」欄に記入された方全員）のもので、続柄が記載され

ているもの。本籍の記載は不要。学生本人が転出している場合は、本人の除票も必要です。］ 

  ・合格通知書の写し又は在学証明書 

 

７ 申込締切 
  令和８年３月１９日（木） 

 

８ 申込・問合せ先 
〒947-0028 小千谷市城内 4丁目 1番 38号 小千谷市健康・こどもプラザ あすえ～る 
小千谷市教育委員会 教育・保育課内 （公財）小千谷奨学会事務局 
電話 0258-83-3519 

 

９ 選考方法、選考結果 
  ・奨学金貸与の可否は、小千谷奨学会の審査基準により書類審査で決定します。先着順ではありません。 

   ※所得基準は、新潟県奨学金の所得要件に準じています。 

  ・選考結果は３月下旬に文書で通知します。 

 

10 その他 
  ・他の奨学金との併用も可能です。 


